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2021年4月5日、メキシコにおいて指定される「特殊な下請け業務」に関する変更内容の
協議をオブラドール大統領と政権閣僚、並びに組合、産業界の代表を含め会議が開かれた
結果、利益金分配、「特殊な下請け業務」の定義、合意内容の開始時期等といった内容に 
合意しました。

主な合意事項は以下のとおりです。

• 人材派遣業の禁止。人材派遣の定義は個人もしくは法人が、他人の利益のために自分
もしくは自分が雇った労働力を提供するサービス行為を指す。

• 「特殊な下請け業務」と指定され、制約を受けるサービスとは下請け業務を依頼した 
会社が主業としている経済的活動に携わらないことを目的としている。今回の協議では 
この定義に「主業としている」と言った言語が含まれた。つまり、契約している主体会社
と下請け会社との間でのシェアードサービスといった形態での取り扱いについては 
許容していることになり得る可能性がある。（今後、さらなる個別検証必要。）

• これら指定される「特殊な下請け業務」に携わる場合には、福祉労働省（通称STPS）と
いった当局への登録が必要になる。

• 仮に本件に該当する「特殊な下請け業務」を提供する法人が契約している労働者に対して、 
負うべき義務を果たさなかった場合には、労働者は本サービス提供者のみならず 
サービス受給者を含めて、個別もしくは同時に責任の追及を行う事が出来る。

• 現在下請け会社で契約している労働者においては本議案が成立した後、3か月以内に本来
所属すべき法人の従業員として移動し、給与を受領する対象者とならなくてはならない。

• なお、利益分配金の計算方法（2候補）については本合意では特段の言及はされていない。

本合意内容は既存の案に含まれる（もしくは新案として取り扱われる）予定で、今後、 
法制化に向けて、議会での協議が必要となります。よって、現段階での合意内容について
の変更も今後十分に考えられます。

ただし、本議案が議会に議決された場合には現在、人材派遣サービスを受領、提供している
法人にとっては大きな影響を及ぼすこととなります。よって、現段階で挙げられている内容
を基に今後の影響について各社分析を始める事を提唱します。
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